
相談者・通報者

ハラスメント相談・公益通報窓⼝
外部機関

対象者・対象部署
・必要な是正措置や再発防⽌策の実施

①窓⼝へ相談・通報 ②受理の通知

③報告・相談

⑦調査結果・是正措置報告
（窓⼝経由）

統括責任者・担当部⾨（総務⼈事課）
・調査を受理するかを検討・判断
・是正措置の命令およびフォロー

・必要に応じて各種部⾨や委員会と連携

④調査の有無を通知
（窓⼝経由）

⑤是正措置命令 ⑥是正報告


